
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 平成２８年２月２１日 １９時１９分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港西航路 

 宇部港西防波堤灯台から真方位２７８°１,６２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５６.４′ 東経１３１°１２.８′） 

事故の概要  押船ツーナス３は、はしけツーナス２を押して南西進中、のり養殖

施設に進入した。 

事故調査の経過 平成２８年４月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 ツーナス３、１４０トン 

   １４０００２、岡本海運株式会社 

Ｂ はしけ ツーナス２、約１,６６９.２０トン 

   なし、岡本海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

のり養殖施設 のり網に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期（潮高 約３００cm） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、Ａ船の船首部をＢ船の船尾凹

部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、興産

大橋の橋脚Ｐ６と橋脚Ｐ５の間の西航路（以下「西航路」という。）

を、約７ノットの対地速力で手動操舵により南西進していた。 

 Ａ船押船列の喫水は、船首約３.１ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

船長Ａは、操舵機の最大舵角を７０°に設定し、西航路の屈曲部と

なる興産大橋付近から約２００ｍ手前で左舵２０°としたが、宇部港

西第３号灯浮標（以下「西第３号灯浮標」という。）に接近するおそ

れがあると思い、減速して左舵４０°とした。 

Ａ船押船列は、左転中、船長Ａが、左舷船首方に接近した西第３号

灯浮標との衝突を回避する目的で、増速して右舵４０°とし、右転し

て航路外に進出したところ、のり養殖施設に進入した。 

分析  Ａ船押船列は、西航路の屈曲部を航行中、船長Ａが、左転する時機

が遅れたことから、西第３号灯浮標に接近し、同浮標との衝突を回避

しようと右転して航路外ののり養殖施設に進入して同施設に破損を生

じたものと考えられる。 



原因  本事故は、夜間、Ａ船押船列が、西航路の屈曲部を航行中、船長Ａ

が、左転する時機が遅れたことから、西第３号灯浮標に接近し、同浮

標との衝突を回避しようと右転して航路外ののり養殖施設に進入した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶の性能を考慮した操船を行うこと。 

 


